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す
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佐
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す
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あ
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に
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叩
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取
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仮
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、
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ら
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催
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叫
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よ
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椛
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ら
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古
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収
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範
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問
外
、
飼
人
的
泊
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八
段
で
情
約
十
四
N

た
場
合
、
ぞ
の
悪
玄
は
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r
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八
に
J
U
W

半日
ι
己
れ
な
い
〉
木
人
は
泊
劫
/
干
の
個
人
的
制
J

日
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ご
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活
動
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ヤ
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て
い
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わ
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は
な
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対
只
の
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拠
J

布
}
汁
業
の
忠
惣
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し
八
一
め
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個
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さ
れ
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仁
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収
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す
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あ
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あ
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岨
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寸
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要
件
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助
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律
関
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を
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す
る
地
市
ト
に
あ
る
こ
と
を
可
視
し
、
争
議
処
理
i

一
の
決
定
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を
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せ
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、
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間
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要
件
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し
て
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必
補
助
置
の
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加
と
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人
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よ
T
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ー
と
の
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仁
医
呆
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什
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す

る
こ
と
や
、

b
補
助
者
が
任
務
の
範
凶
内
で
当
該
情
報
を
取
得
人
八
二
と
を
h

山
下
す
る
た
で
あ
る
C

し
は
疋
枠
内
只
怖
を
工
小
説
し
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す
る
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と
で
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が
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打
い
か
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よ
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ベ
う
怖
助
言
、
u
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情
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範
悶
か
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ソ
ピ
時
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兄
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よ
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(
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で

T)
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を
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京
製
作
に
加
、
え
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こ
で
、
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が
ん
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に
州
仏
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}
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い
よ
う
配
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し
て
い
る

y
み
る
こ
と
心
J
C
き
乙
c

B
G
B
一
六
六
条
一
墳
の
正
当
牝
根
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を
代
理
制
肢
の
濫
用
防
止
rh
求
め
る
胃
鍔

り

ボ
{
一
ア

r
i
ン
は
円
一
夫
説
?
は
な
く
本
人
/
わ
い
為
読
を
主
川
沖
す
る

υ一
場
か
ら
、

B
G
B

ハ
ハ
条
件
吠
を
代
夫
説
の
ハ
岬
列
的
帰
結
と
し

ど
で
は
を
ノ
¥
本
人
ド
よ
る
代
河
川
叶
段
の
濫
石
仏
止
を
巨
内
レ
し
た
法
攻
策
的
焼
ハ
手
v

洲
僻
す
る
口

代
坪
ヘ
が
本
人
の
た
}
均
一
に
取
引
ー
の
行
為
を
打
、
っ
ぬ
台
、

そ
の
以
引
行
為
の
対
カ
ド
影
響
す
る
市
全
日
ト
つ
川
て
な
土

H
E〈
人
ゆ
る
の
は
代

押
人
f

、
あ
り
、

ボ
八
は
4

古肯。

辰巳一
H
G
H
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こ
の
円
切
人
い
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乃
現
巳
が
な

f
h
工
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〈
」
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!
d
l
V
-
J
-
u
J
l

(
E
J
U
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の
状
態
に
と
ど
ま
る
f

¥
T
ハ
久
木

川
川
県
内
市
!
品
の
、
干
休
で
あ
る
本
人
が
長
山
円
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{
、
組
返
ル
大
戸

一
じ
あ
る
た
め
、

悪
討
中
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n
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有
辺

1
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字
、
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と
す
る
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範
は
起
用
さ
れ
な
い
こ
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乙
に
示
る
こ
し
か
し
、
F

」
の
よ
へ
に
代
削
人
を
代
わ
り
に
行
為
さ
セ
て
川
口
ら
は
芸
立
の
状
態
に
〆
こ
ま
ろ
う
一
す
る
F

L

〆
は
、
分
尖
に

何
一

よ
る
h
M
4

渋
話
勤
を
行
、
つ
者
に
と
〉
て
、
代
理
IJ

利
投
の
温
町
に
あ
九
J

る
γ
h
i

当
な
引
誌
で
あ
る
つ
そ
こ
で
、

R
G
R
一
六
六
条
一
辺
は
、

ー
ハ
刀
業
的
に
経
済
活
計
ズ
A

行
、
ぺ
人
人
を
、

斗

J
U単
独
で
行
為
す
る
場
台
f
H
T
L
い

た
め
ド

の
2
音
山
・
圭
H
E
治

週
火
に
本
人
が
出
町
リ
を
白
川
う
こ
と
や
疋
的
、
本
人
ト
よ
人
却
代
津
川
叶
度
の
濫
吊
会
一
治
け
し
て
い
る
ラ
戸
イ
一
フ
κ

、
二
百
は
、
本
人
は
、
仮

に
向
ハ
」
円
行
為
|
一
て
い
た
な
り
ぽ
日
却
を
取
得
し
て

E
U
E
い
な
っ
一
亡
い
た
は
、
ず
な
の
亡
、
比
九
州
町
人
を
利
川
し
h
J

結
果
苫
意
の
状
能
川
に
と
h
y

基
盤
に
リ
一
f
J

も
の
で
あ
る
と
L
え
る
c

ま
J
J

た
と
し
て
も
、
な
お

rmlrM刊
と

L
亡
の
責
任
を
段
、
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
担
比
円
に
お
い
て
、

{
3
}
連
邦
通
常
裁
判
所
長
事
第
立
部
一
九
九
年
一
月
二
回
目
判
決
(
由
G
Z
N
二
汁
印
4

口ムコ一

X
は
、

Y
市
小
:
り
時
入
〆
も
に
小
動
産
に
開
閉
症
が
あ
3
f
一
L

一
J

て
!
Y
山
れ
い
祉
担
保
育
任
に
本
づ
〈
、
出
吋
賠
償
キ
一
訂
求
J

h

人
ピ
本
件
で
は
、
リ
ん
豆
契

約
に
お
い
と
Y
の
取
舵
明
一
保
高
在
会
見
じ
す
る
特
約
首
結
ぼ
れ
て
い
七
日
に
め
、

X
の
詰
求
を
認
め
る
し
は
、
h
M

人
約
吋
に

yre取
締
の
有
d
f
uり
な

が
ら

X
に
持
詳
し
と
い
た
一
)
と
が
要
件
し
)
か
か
る
ヘ
B
G
E
-
-
ぃ
六
会
、
ぶ
件
で
は
、

Y
の
m
u
h
r
交
正
A
句
(
ロ
宝
石

2
7
2
2ご
に
忠
務
ご
い
と
μ

大

技
師

A
が
民
閣
の
信
也
布
川
っ
て
い
れ
そ
の
た
め
、
人
の
悪
日
が
Y
トMm責
さ
れ
る
こ
と
で
、

y
h
些
れ
時
山
梨
此
の
右
立
を
矧
り
な
が
り
阿
川
貯

1
一
て
い
」
ウ
ん
好
怖
で
た
え
一
ゐ
か
と
、
っ
か
?
伯
作
ry

な
っ
た
〕
靖
一
台
は
X
の
泊
求
を
討
詳
し
た
が
、
投
訴
帝
は
、

v
i

が
市
呪
の
ん
い
一
十
刊
に
う
い
て
悪
己
で

め
っ
た
L

4
川
佐
j
る
ご
と
い
山
で
J

一
ご
な
い
と
、
〕
亡
、
J

閉
求
方
一
挙
却
に
こ
れ
に
対
し
と
文
が
上
山

J
L

上
F
J
M
r
引

J自己 I:~~ :E， c) .I~;:. 占決岨 l ノL.;!

判
例
へ
の
影
響

以
ヒ
の
、
1
J
引に
h

判
川
河
に
も
応
型
一
『
を

17ス

以
降
に
お
け
る
リ
γ
訟
の
以
阿
ふ
踏
ま
ん
た
判
伏

久
~ 

〆、
Þ;~ìt: 

判己口一

認
識
代
理
一
服
浬
託
と
ト
ヤ
ハ
過
の

↑
ム
叫
訂
…
代
坦
」
原
町
岨
や

の
正
体
的
な
苫
味
に
つ
い
一
、

九
九
ハ
リ
一

ι一
代

が
立
場
人
八
。
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山
古
川
町
締
結
に
民

l
て
の
i

じ
互
の
川
市
青
ば

R
G
E
一
ハ
公
取
従
っ
て
剖
附
さ
れ
と
け
れ
ば
な
わ
な

v

r

A

配
的
見
併
は
、
こ
り
既
定
メ
ペ
法
伴
行

，;~~ 

れ
何
の
代
刊
に
限
定
ゼ

F
、
つ
帯
雨
代
同
一
ー
と
い
、
勺
、

一
)
れ
に
川
枇
!
一
7
5
状
伐
に
ご
指
持
活
L
l
i
Q

取

E

A
小
人
的
代
ト
れ
や
nip--
て
一
定
の
打
法
を
白

J

)

の
雪
任

t
川
浩
回
目
く
そ
の
際
人
つ

γ
、
く
る
一
情
祁
を
取
付
J

一1
、
£
世
主
場
令
に
は
て
れ
か
一
仏
法

rる
以
務
会
、
木
人
の
い
古
川
川
凱
総
に
ノ
仕
っ
て
ヲ
、
ス

ゴ
問

ら
れ
ご
い
7

一
切
れ
苛
は

J
ぷ
州
代
坦
人
』
で
あ
る
つ
三
の
青
が
仏
伴
行
為
的
代
理
人
ノ
一
レ
ご
、
あ
る
し
江
町
一
小
的
b

『
法
政
川
町
、
主
人
-

y
-
1

一、胃与

h
l

さ
れ
に
い
る
三
更
は
た
ぶ
町
九
大
人
か
こ
の
討
を
取
引
の
な
!
刀
f

工
「
体
h
H
為
の
代
月
人
乃
ふ
う
h

使
用

J
、
し
る
の
で
な
け
ト
イ
ば
な
ら
な

、、」

I

こ
の
一
石
間
に
よ
れ
ば
、

A
の一一やむ去は

γ
二
日
川
吉
さ
れ
な
い
っ

γ
日J
、
私
法
取
引
L

一
円
任
務
を
ι

一
円
ご
の
主
仔
に
お
い
て
担
当
す
る
よ
っ
九
円
を

μbず
/
レ
は
り
九
汗
さ
れ
て

Ivt
ぃ
ー
、
川
択
さ
札
て
も
い
な
い
か
ら
で
あ
る
じ

木
判
決
に
よ
れ
ば
、
ー
認
議
代
理
人
」
と
は
、
年
取
引
H
l

、

木

人

の

代

表

者

と

し

て

乏

の

H
V
務
を
は
己
の
京
汀
で
処

m
L、

の
rhr

人
っ
て
く
る
情
需
を
取
伴
・
伝
立
す
る
者
戸
ゲ
折

JT
こ
の
弓
ち
、
ぽ
は
従
来
的
判
例
法
山
内
一
ゼ
踏
襲
し
た
も
の
で
め
り
、

B
G
R

ム
ハ
ー
ハ
糸
工

頃
え
一
勺
町
内
拡
波
川
ナ
芯
に
は
、
代
理
人
と
布
市
似
の
池
八
γ
一
ヤ
代
別
に
聞
い
敵
す
る
事
実
関
係
の
介
在
が
必
要
で
あ
る
と
の
趣
宵
に
立
U

コ
く
要
件
設
↑

T
一
考
之
、
り
れ
る

て
情
報
を
取
得
川
山
岳
す
る
職
務
に
志
る
こ
と
も
一
訟
曲
川
代
田
川
人
の

b

J

J

プ

R
Jノ
L

要
ぶ
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は

-
Y
心州鳴いー、

mI

=
「
一

"
f
E

レム
7
V
ノ
わ
け
ン
?
ル
ヴ
日
記
の
影
響
歩
看
取
す
る
こ
と

原
理
一
点
、

明パ九(ハ
v

「
代
以
降
の

が
勺
き
r
心
c

こ
の
よ
っ
に
、
ぶ
判
決
は
ぺ
一
一
今
「
叩
い
議
代
間
人
」
の
長
引
に
含
め
る
と
で
は
、
そ
れ
を
不
要
こ
み
る
ん
の
年
代
日
降
の

刀日清
whtvげ

=
i
一

H
J
f
E

原
理
説
を
ん
?
削
的
じ
採
開

L
た
と
ま
て
計
仙
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が

の
高
官
品
川
に
抑
〉
て
る
h
t

「

1
L点
附
H

打
円
相
亡
?
ヘ

て

J
川、「
J

ム
守
ん
L
刈
ハ
津
川
の

凶
何
百
斗
読
に
も
L
下
内
骨
コ
っ
た
法
件
一
日
疋
を
行
っ
て
い
る
。

易与

羊(

じ
一
ぷ
法
へ
の
一
一
小
山
肌

第
一
節

ド
イ
ツ
法
の
分
析

目
草
で
桁
介
し
た
よ
う
に
、

v

i

ノ
ツ
法
で
は

B
じ

日

六

六

条

項

(

怒

訟

の

の
解
釈
訟
l
L
し
て
、
木
人
か
ら
代
割
引
人
~
の
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汗
己
保
護
拾
匿
の
を
設
を
」
州
?
只
の
変
質
的
1

日
当
一
化
恨
拠
と
宇
品
見
解
(
川
小
ド
ー
、
山
己
保
護
委
一
謀
説
こ
氏
記
す
る
)

j
1
3
t
t
2
 

r
=
E一
H
f
E一

原
ペ
仙
人

ν尚

帰
土
一
官
一
円
実
質
的
汁
主
化
侵
棋
を
明
ら
泊
に

L
P
一
九
地
ペ
イ
r
代
以
降
の
山
会
γ
閉
す
も
の
I
r

す
る

戸
川
以
下
の
品
川
法
で
は
、

に
存
J

比
山
イ
、
い
7
Q
n

去
の

v
?え
+
h
J

が
刊
一
比
レ
て
い
る

州
一
読
の
一
同
に
は

ル
E
市

い
、
他
人
会
山
市
し
て
ヘ
刀
業
的
に
活
必
す
る

1
九
十
、
何
ら

U
T
t
J
t
に
行
為
す
る
埼
己
と
干
し
い
小
山
崎
地
位
に
前
く
と
い
、
っ
考

ス
刀
さ

μ
己
保
設
委
設
立
制
は
こ
の
こ
と
や
、
忠
告
@
ル
ロ
意
有
汲
尖
を
衰
ぺ
と
C
F
る
法
制
組
の
担
比
円
と
の
制
限
即
戸
n
k

実
刑
叫
し
よ
う
と

L
て
い
ふ
G
A
人
が
直
枝
ト
行
叫
す
九
州
ぬ
ん
i

、
本
人
は

R
Jじ
の
有
ず
る

(ー有

L
科
た
は
ず
の
」
出
浪
に
系
ゴ
い

r¥
当
誌
行
為
を
付
、
っ

か
し

t
つ
か
な
ど
を
次
J

疋
づ
る
こ
と
に

E
り
は
ら
の
杭
ぷ
を
似
~
視
で
さ
る
〈
亜
ル
日
・
ふ
れ
怠
右
近
失
を
川
安
汗
と
す
る
粧
々
の
法
規
範
は
こ
の

J自己 I:~~ :E， c) .I~;:. 占決岨 l ノL.;!

FlJ戸
新
み
て
、
当
該
当
事
者
に
は
法
律
に
よ
る
伝
説
が
不
要
で
あ
り
、
仮
に
需
主
示
逝
炎
、

で
L

め
っ
た
な
=
り
は
い
J
7
そ
5
せ
て
い
介
で

あ
ろ
う
当
利
な
民
的
扱
い
を
r
h

川
{
ペ
オ
る
、
よ
し
て
い
る

P

」
れ
h

汁
し
て
、

4
人
が
代
科
人
な
ど
の
補
助
昌
を
収
引
に
使
凶
刑
し
て
そ
、
っ

Y

J

と
山
附
十
山
↑
乍
を
J

汁
わ
せ
る
時
台
、
本
人
間
約
判
読
保
設
川
mup
を
市
じ
る
第
一
次
的
な
池
位
に
斗
つ
の
は
本
人
石
川
吋
で
は
人
ゲ
ど
¥
補
助

呂
で
あ
る
こ
そ
の
補
助
者
が
志
烹
(
苔
意
有
過
失
J

に
あ
る
い
州
、

本
人
れ
ー
め
に
利
益
川
作
品
措
置
が
行
わ
れ
る
吋
能
件
ば
i
F
V
に
あ

る
の
で
、
先
一
自
の
法
規
範
の
趣
旨
に
恨
め
し
、
ノ
ド
人
は
主
意

一4
1

過
失
)
ア
い
と
し
て
の
抜

γゼ
人
L

疋
さ
れ
る
J

こ
の
?
で
叶
に
、
自
己
の

る
こ
1
f

が
可
認
な
と
き
は
持
者
(
川
直
止
心
主
と
し
て
の

J

、i
1
7ヘ
今
一

ワ〆
J
L
l
u
u
よ

J

μ

V

、

れ可は

Jtd守
一
い
行
為
す
る
場
片
ζ

比
二
一
寸
〕
い
批
い
を
-J
け
る
干
)
ピ
に
な
る
J

久
~ 

他
刀
で

1
1
で
州
代
攻
防
河
北
は
こ
の
こ
と
を
、
法
胤
範
追
川
の
町
犯
と
な
む
一
一
月
報
取
得
行
リ
一
花
と
の
羽
目
印
で
実
現

L
E
う
と
す
る
。

〆、

川
ポ
H
V
け
が
志
台
と
な
る
官
民
に
は
、
当
該
い
育
報
の
取
得
が
あ
る
u

本
人
が

μ
ら
行
為
C
F
る
場
合
、

そ
の
ノ
イ
リ
一
為
の
効
力
に
引
か
脅
し
持
品
卓

Þ;~ìt: 

要
な
市
誠
の
収
集
活
動
を
行
っ
た
り

本
人

U

行
為
の
ヰ
仙
段
法
な
い
「
に
お
い
て
そ
の
情
判
刊
を
取
γ

持
し
た
り
1
9
る
地
位
仁
あ
る
の
は

Uγ
で
あ
る
c

こ
れ
じ
刻
し
て
、
本
人
が
、
当
該
行
為
に
問
問
す
ふ
青
山
也
決
定
守
、
父
核
心
動
そ
の
他
の
準
備
行
為
を
杭
助
者
に
行
わ
せ
る

ど
Jγ 

" 

会L

F、
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，;~~ 

場
合
、
他
旧
打
目
的
引
停
の
可
法
制
μ

はトヘ
F
ヘ
ー
か
ら
補
助
言
に
移
転
す
る
r

円
以
引
活
動
に
ヨ
ら
携

h
ヴ
ゼ
一
三
川
V

な
い
ぶ
人
は
通
常
、
情
報
を
吹
い
い

V
一
ず
、
主
円
圧
(
肱
一
過
失
)

の
状
九
h
r
と
と
ま
る
ヘ
「
認
糸
川
代
思
原
理
説
は
、
泊
助
者
が
実
際
に
品
目
以
を
取
得
仁
た
場
合

ゴ
問

川沿

L
な
が
了
「
」
こ
こ
に
つ
き
泌
バ
人
の
あ
っ
た
均
九
川
)
、
大
T
P

へ
は
韮

Eb

者
い
こ

L
、
の
右
利
士
法
的
地
?
い
h
r
一ん
J
'
止
さ
れ
る
、
と

す
る
。
こ
れ
に
よ
N
、
ド
人
岡
山
ら
が
直
接
に
わ
為
し
ぐ
中
」
烹
治
維
を
取
得
し
ど
い
た
山
崎
ん
口
L

等

L
U
扱
い
や
伴
保
し
よ
う
と

L
」
い
ゐ

(
代
坪
杭
度
の
エ
内
消
防
J
H
を
強
ぷ
一
ヲ
品
目
ド
/
一
フ
ペ
、
/
乱
む
こ
引
に
近
い
リ
認
で
あ
ろ
う
コ

以

の

ょ

っ

に

L
て
イ
八
を
ム
間
接
行
為
ヲ
る
渇
r
斤
と
等

l
い
法
的
地
υ川
に
宣
こ
っ
1
y
k

す
る
と
、
代
理
人
な
ど
組
へ
の
注
意
・
五
日
t
G
H

送
小
九
に
本
づ
い
て
本
人
目
一
法
律
十
の
不
利
な
扱
い
を
受
付
戸
付
る
こ
と
に
な
る

z
川
f
h
似
叫
班
長
設
一
吋
l

L

1

認
識
代
市
」
涼
引
説
は
、
こ

の
は
い
出
木
を
現
憤
ぃ
円
パ
ド
ド
原
理
↑
よ
っ
て
日
窓

L
て
い
る
つ
行
為
に
問
J
J
F

る
ぷ
巴
決
定
に
け
よ
、
そ
の
よ
干
慌
/
れ
為
に
せ
よ
、
本
人
は
的
人
を

使
用
す
る
こ

h
ぜ
い
一
ニ
の
活
動
範
同
を
抵
i
八
で
き
る
と
い
う
利
討
を
古
7
会
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
他
人
を
性
用
し
人
ん
~
~
と
に
起
れ
い
せ
る

小
利
パ
m
ルゲ也被
F
Q
-
)
と
が
あ
J

ご
も
や
む
を
得
な
U

F

」
札
、
庁
、
山
一
帯
一
に
通
匹
、
j
p
Q
第
二
の
与
え
ん
で
志
る
J

以
し
の
日
析
を
体
内
ま
、
て
る
と
、
ピ
イ
ソ
汁
、
の
議
論
九
r

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る

と言

に
、
喪
主
・
主
主
子
十
過
小
γ

んの

B
G
H
 ん
へ
一
ハ
久
代

現
)
を
1
H
当
化
す
る
六
質
的
以
拠

f
L
て
ん
山
間
一
に
青
か
れ
て
い
る
の

は、

¥L
他
'Afu百
九
切
開

L
て
分
索
引
一
心
出
訪
す
る
ぶ
人
ん
旬
、

円
ら
が
宜
廷
に
わ
為
す
る
品
、
公
口
片
手
」
い
バ
、
的
治
位
ド
日
円
、
べ
き
で
あ
る
こ

こ
、
り
W
P八
1
へ
は
他
人
の
泊
所
に
よ
り
列
仕
を
そ
一
父

L
C
い
る
の
で
、
そ
れ
に
起
因
す
る
ぷ
刈
ヤ
せ
い
拘
る
こ
と
が
あ
っ
、
も
や
む
を
湿
な

い
こ
〉
て
と
い
〉
つ

つ
の
俣
本
的
な
与
え

υで
あ
る

主再

に
、
況
の
一
原
別
委
実
刊
一
気
せ
る
刀
法
と
し
て

(

J

二
百
報

夫
人
ゆ
一
っ
た
二
通
り
の
I
ふ
府
主
V
J
考
え
り
れ
亡
川
る
川

-A7
必
わ
ら

円
、
某
づ
く
向
己
保
護
措
置
と
の
持
係
で
P

、
れ
や
実
現
す
る
方
法
し
し
、

?
の
ー
凶
徒
と
な
る
悩
報
取
待
行
為
と
の
持
係
で
索
現
し
ょ

っ
と
す
る
ん
決
J

じ

め

る

前

td
の
す
場
を
と
る
の
が
r
け
J
U
似
~
視
委
設
一
説
て
あ
り
、

の
ぷ
引
を
山
門
己
保
主
措
μ

雪
と
の
関
係
で
安
現
さ
せ

t土

IT-z. 
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る
こ
と
を
明
文
目
、
J

止
め
ず
人
の
が
百

G
R

ハ
問
者
の
守
場
キ
三
、
る
の
が
「
認
識
代
同

ハ
ハ
条
ど
で
あ
る
と
問
解
す
る

出
町
一
間
口
説
で
あ

、
いけ/

の
原
則
を
情
報
取
得
行
為
と
の
同
一

m
r
L育
現
さ
ぜ
る
こ
と
を
明
主
で
定
め
た
の
が

R
G
B
↓
ハ
ハ
長

1
4
で
あ
る
?
こ
ん
同
格
A
q
)

ペ

B
G
R
 
ハ
ヘ
条
一
司
の

っ
た
却
晶
子
一
主
張
し
ご
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
、
河
ZJが
江
一
の
原
則
を
と
の
明

， ~ 

て

円…
vp

内
羽
f

時
で
実
現
さ
せ
る
た
灼
の
も
の
か
に
つ
い
ぐ

考
え
ん
が
更
な
〉
ぐ
い
る
か
f

円
で
あ
る
と
一
市
怖
で
き
る
つ

ル
早
=
に
、

N
U

の記】
J

之
は

B
c
n
h
ハ
条
一
羽
知
地
酒
寸
川
の
い
八
川
γ
に
間
づ
る
理
問
じ
も
波
及
し
て
い
る
n

日
;

川
円
八
が
帝
国
ハ
表
示
仁
詩
す
る
決
た
権
を
臼

L
、
+
人
測
の
利
リ
清
川
川
崎
デ
母
性
白
泣
を
行
う
地
泣
け
い
立
つ
こ
と
を
帰
頁
の
恨
処
と
み
る
た
め
、
代

部
人
以
外
で
川
項
の
猿
弘
治
川
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
何
ら
か
の
事
務
処
理
に
照
す
る
決
定
権
を
与
え
ら
れ
た
杭
欧
円
に
限
ら
れ
る
と

J自己 I:~~ :E， c) .I~;:. 占決岨 l ノL.;!

る

一
認
識
代
坪
注
理
ー
が
は
、

代
即
人
が
本
人
間
的
法
律
関
係
に
と
づ
ご
草
裂
な
情
部
川
を
取
持
J
q
Z

地
が
い
い
i

f

h

J

こ
れ
に
刻
し
て

F

工
一
を
同
地
ム
ず
の
松
拠
と
す
る

そ
の
が
め
、
同
点
の
類
推
定
加
も
、
市
川
山
J

一t限
L
h
〈
有
す
る
村
助
い
刊
に
以
ら
れ
ず
、

よ
り
仏
¥
牛
人
何
仰
の

同
時
仲
間
一
一
怜
に

k
、
て
ず
主
要
な
情
報
hr
取
得
す
る
地
か
に
立
つ
補
助
者
で
あ
れ
ば
よ
い
t
〆
さ
れ
て
い
る

第
二
節

若
干
の
考
察
ド
イ

y
L
い
の
即
ヘ
川
お
d

ひ
そ
の
分
析
沿
い
旬
以
を
一
丁
が
か
け
に
1

ぷ

¥

け
末
次
に
お
け
る
解
択
論
一
号
民
間
ー
〕
P

L

い
ノ
¥

こ
こ
か
ら
は
、

悪
意
・
審
議
士
甘
い
過
失
の
帰
費
を
疋
当
化
す
る
実
質
的
根
拠

m

苦
心
・
王
川
主
ι
が
い
一
浩
宍
の
↓
室
長
を
日
当
化
す
る
五
質
内
長
拠
を
ν与
え
る
に
あ
た
り
有
設
と
剖
い
わ
れ
る
の
は
、

ド
ィ
y
法
の
分
析
で
み
た
、

久
~ 

他
人
全
信
出
し
て
分
業
特
に
活
計

γ
る
本
へ
呑
一
、
日
ら
が
ム
ト
接
に
行
為
す
る
坊
許
y

羊
，
し
い
法
的

h
r
v
仁
出

r
べ
き
で
あ
る
一
レ
一
い

〆、

う
視
点
(
花
子
点
仮
設
の
必
要
バ
ス
そ
し
て
以
前
古
市
原
理
と
あ
る
U

Þ;~ìt: 

相
手
方
保
護
の
必
要
性

市
パ
景
・
玉
川
仏
門
主
引
退
阜
人
券
市
此
件
と
す
る
規
範
苅
〈
え
は
九
一
久
木
和
#
昔
、

九
条
、
ヒ
コ
川
門
条
な
ど
)

は
本
末
、
当
手
荷
山
ワ
h

が
直
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山
誌
に
法
的
行
為
三
節
で
は
、
山
中
山
意
書

uv石
過
半
八
に
ぶ
っ
て
ノ
で
の
効
刈
に
い
U
挫
門
が
及
ぶ
行
為
、
た
y

の
ほ
か
物
的
受

ゴ
問

ど
の
袖
問
者
い
を
出
い
ご
打
為
〆
、

〉
、

ふ
υ
〆二

当
一
説
/
「
為
の
効
力
に
L
P
容
を
及
ぼ
す
半
情
を
町
市
つ
ど
い
た
ま
た
は
知
る
こ
こ
が
と
き
た
の
が
、
〆
35
 

0
 
つ】G

 

L
手一r一rr
 
J，
 

?刷料仁

領
な
ど
の
事
ヨ
尖
/
h
h
d
を
含
め
た
し
行
為
い
概
念
を
お
す
こ
と
レ
す
る
)
を
む
う
阻
叫
ん
川
J

守
一
前
提
仁
三
l

」
疋
め
ら
れ
て
い
る
μ

友
人
が
代
到
人
な

本
人
ど
は
な
く
補
助
者
ご
あ
っ
た
と
い
う
状
況
は
こ
の
胤
範
で
由
設
に
は
想
J
4
さ
れ
て
い
な
い
ラ
し
か
し
、
こ
の
民
議
は
、
山
何
幼
告
を

述
じ
し
行
為
f
る
ド
人
に
刻
し
て
ム
、

H
P
H
が
直
一
訟
に

rA吋
す
る
場
ん
じ
と
苛

L
い
形
で
活
寸
引
き
れ
ん
ゆ
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
そ
の
川
崎
巾
は
、

川
手
十
ワ
ハ
ハ
守
告
の
長
請
に
求
め
ら
れ
る
。
悪
む
‘
詐
hJ
有
一
政
仇
ん
を
要
件
と
す
る
規
範
は
、

山
川
対
す
る
当
事
有
り
っ
ち
、

士
吉
・
古
志
有
川
町
一

化
人
で
あ
う
た
点
を
不
が
い
に
扱
う
こ
と
で
当
事
M
V

日
間
の
法
的
杭
誌
を
調
節
7
る
も
の

rあ
る
か
っ
、
二
の
期
日
向
の
底
引
に
仁
り
悪
背
中
・
蕎

芝
府
口
過
失
の
当
半
高
が
不
利
に
扱
わ
れ
る
反
回
一
ピ
、
相
子
方
の
利
/
八
阿
が
似
一
一
J
h

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
を
令

f
ん
ト
木
的
取
引
の
場
合
に
本
人

が
こ
の
d
y
/刊
の
、
山
間
を
免
札
吋
向
、
あ
る
、
v
は
本
人
に
汁
す
る
そ
の
迎
用
が
庄
一
佐
行
fA
の
場
合
に
比
べ
て
制
限
さ
れ
る
と
ナ
る
と
、
相
手

方
は
分
京
的
に
行
J
Q
1
J
1白
と
取
引
か
七
、
つ
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
涜
範
H
v
J
3

ご
本
来
t

ゴ
え
ら
れ
る
は
ず
の
保
設
を
受
け
4

つ
れ
な
く

> Icr 

7 、

こ
の
よ
う
生
ウ
さ
を
泣
け
、
悪

5
・
吉
井
b
q
A一矢
J
U
L

川
古
刊
と
す
る
札
結
み
つ
昔
ι

終
'h
為
の
ゆ
台
と
弘
ナ
パ
ド
円
以
、
半
九
側

に
適
川
す
乙
に
は
、

T
A

人
で
は
な
く
、

げ
六
陪
仁
叶
出
動
会
一
/
打
勺
た
雨
前
言
の
ん
を
叶
ヂ
叶
に
し
ご
、

2
で
も
つ
日

υ
く
民
間
べ
る
-
小
叶
に
、

大
人
間
の
Z
W
L
ι
4

・
議
門
広
有
川
別
ザ
ハ
を
汁
附
す
い
¥
う
こ
と
に
な
る
(

U
1

ア
ー
の
よ
う
に
、
十
Y
E
-
-ぃ荒
'
h
過
失
の
一
時
置
を
日
中
」
化
す
る
実
質
的
根
拠
の
一
っ
と
〕
て
ま
ず
、
一
1

5

e

L
ト批門戸川
F

竹
逸
失
を
尖
件
、
乙

す
る
山
並
が
庄
内
的
行
為
の
場
合
と
斗
7
L
い
形
で
本
人
側
」
追
弔
さ
れ
る

E
う
に
し
、
本
人
自
ら
円
相

J
E
t山
い
行
為
し
た
場
合
と
比
較
し
て

炉
手
刀
が
γ

ハ
利
い
に
抜
わ
れ
な
い
よ
、
つ
山
内
庁
ι貯
ま
る
、

と
い
う
考
え
む
が
あ
る
川

2 

報
償
士
田
~
仔
原
理

木
人
月
九
日
九
て
は
な
¥
杭
此

tdを
広
市
に
本
人
気
の
悪
H

…
〆
占
青
山
有
涯
失
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
半
白
人
以
船
人
で
あ
る
締
防
省
の



t
g
・
三
一
円
山
有
過
失
に
基
づ
一
交
法
律
ー
の
不
利
益
を
絞
る
精
巣
と
な
る
f

し
か
し
、
木
人
は
泊
劫
/
干
の
切
月
に

E
り、

正
T
I
-
-
h
!
β
η
E

T
Z
J
j
t
「芽

U
中

叫
初
半
む
の
川
ぬ
L
5
・
害
虫
石
川
地
中
人
に
党
づ
く
安
打
を
白
川
、
つ
干
)
L
J
付
廿
J
一
す
べ
き
ご
あ

間
拡
大
1
f

い
へ
ハ
バ
一
ミ
の
利
丹
一
今
村
山
、
い
る
の
ご
、
分
業
的
記
引
に
伴
う
六
i

利
必
、

ζ

ノ
¥
仁
こ
、
で
は
、
相

7
万
保
誌
の
要
一
雨
に
ふ
り
い
畑

椅
助
者
の
類
型

一
ず
み
た
尖
質
的
け
汽
化
恨
拠
に
ふ
つ
い
て
本
r

へ
が
只
体
的
に
ど
の

tMつ
な
補
助
者
の
芯
意
・
1
I
μ
r
γ

打、苦心人

γ
立
汗
を
折
、
っ
か
'
を
次

連
用
す
る
に
は

二
段
討
す
る
ο

ド
イ
ツ
法
で
み
た
よ
う
に
、
皿
山
!
巴
-
r
M

打
者
有
沿
夫
を
長
作
と
1
9
る
明
記
を
間
接
行
為
の
場
人
れ
と
等
し
い
形
じ
本
人
刑
判
に

の
利
札
口
財
保
議
措
設
や
t

講
じ
る
剖
剛
山
汗
の
悪
討
中
e
#
n
F
W
有
辺
1
Jど
本
へ
に
帰
京
す
る
方
仏
戸
白
川
己
保
護
安
一
議

と
が
あ
芯

ロU
円

u
n
u

づU
)

レ
一
、
必
本
人
刊
の
法
律
関
係
に
と
っ
一
に
市
嬰
な
桁
引
を
収
作
j
る
地
位
に
め
る
柿
助
者
の
そ
れ
や
本
人
に
付
査
す
ゐ
ん
法
(
一
認

六
六
条
一
度
が
い
ず
れ
の
L
M
法
を
明
文
で
定
め
た
況
だ
で
あ
る
か

k
い
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誹
~
代
川
町
原
理
「
f
J

K
I
P
A
-
ヴ!?川ペには、

う
観
点
か
り
議
論
が
民
間
さ
1

れ
て
い
る
三
と
も
あ
わ
、
①
と
む
と
は
凡
心
「
る
う
一
均
L
P

川
判
断
さ
れ
て
い
る
よ
ミ
ー
よ
め
る
?
ご
か
一
九
条

〆ト
ノ¥

か
レコ

H、
持

ιJ 

"J 

しa

T 
7) 
7λ 
定
権
" 守
"，.与
す又

他
三

j l 
~， 

者

あ

ゐ
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丈
の
桝
釈
と

γ
つ悦上ハ…
L
M

叫
削
れ
れ
ば
、

の
客
河
川
f

川
け
存
は
島
』
r
f
J
D
出
人
道
い
い
な
い
も
の
で
は
な
い
v

ヂ
ザ
リ
、
主
主
・
吉
台
芸
つ
尚

夫
を
要
件
こ
す
る
規
紘
一
や
叫
接
行
為
の
場
人
H

F

一ω
ア
♂
い
形
で
迎
い
い
ん
す
る
ふ
/
め
に
は
、
①
と
ふ
一
、
双
ん
の
補
助
考
の
官
青
:
J
d
Z
U
H

よ
い
過
失

争
点
人
い
帰
去
す
7
Q

こ
と
い
f
4
安
と
巴
わ
れ
る
、
こ
の
パ
今
以
「
で
詰
述
す
る
つ

自
己
保
護
措
置
を
委
譲
さ
れ
た
補
助
者

本
人
が
安
打
ソ
一
を
h
H
γ

つ
折
日
目
別
ち
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、

久
~ t\~ i1:: 

日

J
~
一

i
j
 

い
ご
白
ら
の
引
拾
を
仮
設
し
b
J
U

る

二
、
き
た
は
ず
の
)

九
九
何
人
が
そ
の

A
M
r
m
に
あ
た
る
u

法
律
に
cuu

い
亡
悪
害
・
ル
ロ
意
右
近
尖
の
当
事
γ
H
が
小
一
析
に
M
M
わ
れ
る
の
は
、

と
い
う
X
Z取
に
じ
必
づ

〆、

れ
J
U
の
司
る

苔
は
J
い
に
よ
乙
問
、

zt
↑
恒
し
な
い
、

代
前
叫
に
よ
る
取
引
が
れ
わ
れ
る
状
似
の
も
と
ご
、

木
ヘ
が
〆
占
意

、
什
山
山
内
人
は
亜
二
H

(

吾
青
J

有
選
小
六
)

?
あ
っ
七
と
す
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る
r

代
県
の
場
〈
九
日
は
、
代
理
人
が
山
パ
己
の
知
る
情
切
に
哀
ぐ
つ
い
て
当
一
一
品
/
行
為
を
行
、
っ
か

y
f一
を
決
定
ー
二
、
ぶ
人
の
利
ヰ
保
護
措
世
を
詰

川
円
八
が
ゆ
ω
肯
0

・五
μ

ピ
有
刊
一
欠
守
あ
る
一
」
と
円
い
い
古
づ
け
亡
、

九
九リ

μ
父、ヲ」つ】

士
吉
，
善
意
有
治
決
を
烹
件
ー
と
す
る
規
範
を
本
人
に
泡
旧
寸
ふ
べ
き
で
あ
ノ
叫
り
れ
いG
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ご
わ
》
幻
位
じ
あ
る
の
で
、
似
に
、
代
叩
何
人
で
は
な
く
K
人
や
長
生
十
に
本
人
側
の
烹

E
-
A
一
川
君
右
過
失
を
内
断
す
ワ
で
?
、
市
人
側
ご
し
デ
、

ゴ
問

は
情
報
ー
し
長
つ
く
利
長
以
該
を
行
う
機
会
・

5
4
能
性
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
晋
了
者
、
zdt過
失
J
T
?、
件
〆
す
る
机
純
の
迎
用

を
が
ア
れ
ふ
こ
と
に
な
る
そ
の
反
川
、

代
理
人
と
取
引
す
る
和
千
々
は
、
こ
の
海
日
誌
に
基
づ
い
て
保
誌
を
受
け
る
川
町
能
性
を
本
人
に
よ

る
よ
戸
接
行
為
の
場
人
ー
に
化
、
へ
て
山
祉
相
似
さ
れ
て
し
ま
う
U

こ
、
つ
し
た
事
態
を

U
遊一一
F

る
だ
の
に
は
、
本
人
の
利
益
保
設
品
川
舟
を
や
点
じ
る
代

L
r
-
i
f
、同い

代
理
人
」
を
本
人
切
の
忠
山
円
一
・
善
意
有
地
バ
ー
の
判
断
本
字
と

7
る
に
法
一
f

一
条

で
み
た
尖
試
批
正
当
化
机
仰
に

7頁

基山ノ
J
V

句
、
決
定
権
を
ね
倍
さ
れ
た
へ
山
円
己
保
護
措
山
田
か
委
譲
さ

補
助
高
の
患
者
・
吉
守
山
有
海
ー
た
が
本
人
仁
門
町
昔
、
主
れ
ゐ
こ
レ
J

を、

叶

dt戸
、
{
べ
め
れ
も
の
ペ
に
あ
る
と
与
去
ら
れ
ゐ

2 

情
報
取
得
可
能
性
毛
有
す
る
傭
勤
者

恥
1

A

J

一一、、

f
J
勺

一
で
み
た
帰
頁
の
実
J

石
川
と
守
化
校
拠
が
安
川
ー
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
円
}
保
護
措
置
を
委
一
議
三
れ
た
情
肋
ー
オ
に
以
コ

れ
な
い
)
決
正
時
一
チ
投
作
さ
引
て
い
な
〈
て
も
、
本
人
倒
的
J
、
律
関
係
に
豆
安
な
情
新
一
千
円
川
将
ぜ
ね
る
止
い
に
あ
る
補
助
言
、
た
ど
も
え

ば
打
人
約
絞
給
に
問
け
て
川
手
万
1
f

の
折
衝
や
事
誕
調
査
な
ど
の
生
十
備
ノ
わ
為
を
行
う
苦
心
は
一
で
述
ベ
ル
寄
れ
ぞ
討
中
ょ
す
る
ご
そ
う

L
た

晶
や
再
三
竹
過
失
で
あ
れ
ば
、
法
的
行
為
に
珂
ず
る
ム

HL円
以
疋
を
行
っ
た
の
が
本
人
/J
身
あ
る
い
は
引
の
補
問
者

F
L辺

、
J

う

iJ

、

ノ
、
〈
ゴ
Z
1
j
j

か
コ
そ
れ
ら
の
い
者
一
刀
杏
ヰ
一
疋
戸
韮
…
過
半
八
)

で
あ
ワ
た
い
し
て
も
、
本
人
側
や
じ
A45
・
#
必
一
?
刊
過
小
八
と
計

M
F
べ
き
で
あ
ゐ

注
意
e

p

井

LrE
代
、
古
失
守
安
札
T
l
ー
す
る
叫
範
v
m
d

出
吊
さ
れ
る
出
提
に
は
、

当
事
者
に
よ
る
吉
報
の
取
得
と
い
う
迅
起
が
あ
る
口
本
人
が

出
終
に
行
為
す
る
均
九
円
は
、

木
ヘ
円
ら
が
行
為
の
が
JN
い
影
組
ー
す
る
治
市
キ
」
、

た
と
え
ば
契
約
の
常
備
段
訟
な
と
い
お
い
て
取
仔
す
る

片山U
J

V

一
ヂ
、
リ
一
っ
し
戸
一
わ
い
こ
叫
川
リ
1レ

f

、、

J

J守

:

;

7

}

;

本
人
が
ん
丸
山
(
九
日
!
父
捗
な
と
の
半
襟
行
為
を
掠
此
哲
い
り
わ
せ
、

そ
の
父
お
結
果
に

Z
づ
い
て
論
結
だ



け
を
汁
ら
が
行
う
域
〈
甘
や
、
一
川
り

山
川
引
の
F

め
に
複
数
の
剖
助
戸
を
を
い
M
4
1

戸、

方
に
惰
引
収
集
や
常
備
行
為
一
号
、
仰
i
b
「
代
間
人

に
打
人
約
絞
枠
内
古
川
υ
渋
定
を
行
わ
せ
2
h

州
場
介
、

当
該
ノ
七
九
川
の
効
!μ

に
形
響
す
る
陪
門
U

刊
を
収
作
一
色
4

る
尚
一
次
的
な
た
位
は
、

帖
川
門
限
収
集

や
準
沼
行
為
を
川
引
当
す
る
い
明
効
4
h
に
移
転
し
、
な
i
f
、
工
め
フ
ω
い
は
ム

HL円
以
疋
の
み
や
羽
申
ー
す
る
代
辺
'
ー
八
一

は
通
常
、
官
五
戸
川
羽
川
駅
八
J

の
状
怠
い
こ
、
て
ま
す
心
。
こ
力
場
合
、

工
め
る
い
は
o
E
U
必
汎
定
を
夫
m
M
L
rわ
っ
た
代
却
人
J

一
位
過
失
)

本
人
一
判
専

日
川

v
韮
門
医

戸
よ
め
ス
γy一い

下
つ
叩
卯
雨
で
志
Lr
了
主
門
戸
パ
ム
行
川
副
去
を
要
件
と
ま
る
規
範
の
涜
川
壬
訂
正
す
る
と
、
本
人
は
準
情
行
為
に
補
助
首
を
川
い
る
こ
と
、
あ
る
川

は
契
約
桁
結
へ
意
思
決
定
)
と
そ
の
準
備
行
為
と
を
別
々
の
油
助
者
に
行
わ
せ
る
こ
「
に
よ
っ
て
こ
の
規
範
の
泡
旧
を
え
れ
令
結
束
と

な
る
「
こ
れ
で
は

半
人
が
肉
岐
に
行
為
し
た
場
〆
守
に
比
べ
て

そ
の
よ
、
つ
な

々
は
り
伊
崎
市
t
j
ト
カ
が
ギ
杭
な
地
ハ
ア
に
笠
か
れ
て
し
ま
う
〈
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下
践
を
遊
げ
る
に
は
、
ー
父
円
か
な
と
の
学
懐
J

汀
為
戸
ゲ
折
半
「
し
、
本
人
切
の
法
律
関
係
に
市
嬰
な
的
認
を
収
作
す
心
地
位
ド
J

め
る
締
助
省
が

士
有
・
吉
守
山
古
J

渦
完
ペ
に
あ
る
F

一
と
み
も
う
て
、
こ
の
ほ
範
が
本
人
に
送
別
さ
れ
る
と
い
う
山
品
川
叫
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
U

ま
土
、

決
定
憶
を
授
権

ν
て
い
な
い
に
せ
よ
、
本
人
は
悪
ォ
・
主
主
白
過
矢
に
よ
っ
て
効
力
炉
一
左
右
さ
れ
ゐ
当
該
行
為
の
交
法
準
備
の
介
め

{
七
也
ゃ
ん
何
J

す
る
補
幼
者
の
ゆ
台
1
f

司
婦
、
将
償
責
日
以
日
に
よ
っ
て
読
み
甘
さ
れ
ゐ
ペ

に

しミ
ヴ

Q 

」

と
九ミ

出J
K ， 

11 
b 
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い
そ
う
-
た
補
助
蓄
を
能
汚
v

J

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
椛
肋
ギ
つ
を
U
R
コ
]
の
取
引
範
囲
拡
↓
へ
の
L

ノ
め
に
利
悶
ツ
ス
そ
の
活
動
か
ら
具
体

ー
川
な
利
払
を
符
ご
し
ゐ
こ
い
う
こ
こ
が
む
き
る
そ
れ
ゆ
、

h
p
L
れ
ら
の
補
助
者
の
慰
霊
・
λ

書
官
石
過
失
や
帰
貢
さ
れ
る
一
、
y

も
、
決

〈
ご
帰
士
畏
要
件

と
だ
し
、
情
報
取
得
町
能
吐
い
を
わ
hγ
る
補
幼
者
カ
患
者
e

古
意
有
遺
作
、
が
本
ヘ
a

什
仏
人
い
h

加
古
(
さ
れ
る
の
は
、

円
己
保
護
山
首
誌
の
会
、

久
~ 

〆、

烹
と
は
異
な
る
叩
山
内
、
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
市
民
の
要
件
に
つ
い
ご
別
殺
の
考
慮
が
必
い
に
と
な
る
U

t\~ i1:: 

ま
ず
、
当
訟
補
助
苫
が
本
八
切
り
法
一
一
戸
渇
仔
に
且
乏
な
情
説
を
恥
釘
す
る
可
能
性
の

す
な
わ
ら
、
な
続
財
苫
が
、
契
約
す
制
粘
な
ど
の
法
的
日
ぬ
苦
行
、
今
別
捉
と
な
る
、
ま
た
は
そ
の
法
的
行
為
に
関
連
し
た
手
務
的
処
理
を



，;~~ 

古
人
か
ら
長
ね
ら
れ
亡
、
る
こ
f

、
山
小
¥
一
仮
に
ぞ
の
事
務
を
法
律
問
告
の
当
事
芸
(
効
果
J
U

川
同
士
体

)μ
わ
が
込
山
間
一
し
て
い
れ
ば
、
当
設

法
的
行
為
の
効
J
J
一
千
左
有
LF
る
よ
う
な
品
目
祁
J
r
L
J亭
苦
ぷ
人
が
ば
件
一
て
い
に
ー
で
あ
↑
ん
円
、
つ
L
r

ぃ
、
え
る
こ
と
、
が
要
件
と
な
る
っ
法
的
わ

ゴ
問

為
を
行
、
つ
沢
定
構
内
存
持
は
ん
変
で
あ
る
J

H

川
祁
の
収
集
・
以
見
ぞ
れ
斗
体
を
任
務
7

し
て
選
任
さ
れ
て
い

4
:て
も
よ
い
コ

ま
た
、

こ
の
場
ゃ
い
お
け
る
侃
責
は
、

分
業
に
よ
り
情
報

也
凶
常
行
信
，
の
山
町
ι刊
は
本
人
デ
情
報
告
取
得
し
て
い
た
は
す
と
あ
る
か
に
円
、

取
得
の
円
能
生
h

J

持
防
省
に
移
転
し
れ
J

湯
〈
!
と
も
、

補
幻
リ
U
壬

t
B
e
書

Ej芦
は
け
い
れ
斗
ょ
の
判
叫
州
北
洋
と
づ
ず
る
こ
と
亡
、

出
按

f
お
の
均
台

と
等
し
い
取
扱
い
を
確
保
す
る
と
い
う
足
場
~
基
つ
く
も
の
で
あ
る
G

こ
こ
仁
川
は
、
木
人
が
締
防
省
LEf似
刑
し
た
か
一
め
に
当
訟
は
開
肋
石

が
清
市
を
取
得
し
て
忠
H

…
と
な
り
戸
清
誌
を
取
科
し
仔
た
の
↓
で
、

小
町
に
つ
い
て
道
夫
が
あ
ワ
た
と
汗
仙
さ
れ
た
て

そ
の
以
問
、
本

'人江川
vL+口
忠
司

に
と
ど
ま
ハ
介
と
し
う
川
況
が
別
提
ト
し
て
存
七
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
-
そ
れ
ゆ
=
へ
一
正
補
助
梓
に
」
る
情

、

i
i

戸
川
訓
話
牛
こ

報
の
収
得
お
よ
び
本
人
に
よ
芯
そ
の
不
取
得
が
、
当
誌
は

mm4刊
の
使
用
に
起

F
す
る
も
の
で
あ
る
と
¥
つ
い
果
関
係
の
存
抗
日
'
帰
責
安

件
に
い
山
若
手
れ
れ
へ
と
く
に
、
補
助
者
が
本
人
か
勺
IJBP
ナ
ヲ
札
た
が
務
の
な
か
一
に
い
で
同
情
報
を
取
得
、
ν
た
こ
と
が
必
要
で
ゐ
い
ノ
、
ド
山
め

と
知
限
係
三
個
人
的
涼
域
で
計
ら
れ
れ
f

恰
い
刊
に
つ
い
d

、ば

r意
の
帰
古
一
が
認
め
ら
れ
な
い
こ

こ
の
恥
fHF
で
は

竹
い
己
保
護
倍
以

r
t会

譲
さ
れ
た
け
桝
助

ι↓
の
旧
制
人
口
こ
ぶ
殺
し
て
、
決
疋
枠
の
円
八
間
企
不
要
/
一

1
る
{
「
、
で
は
対
貫
一
千
認
め
る
補
助
者
の
訪
問
パ
一
範
凶
が
M

払
十
人
々
に
れ

る

が

仁
加
一
ι
L
F
る
口
で
は
帰
去
の
認
め
ら
礼
る
川
立
花
性
J
M
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
)

〈
一
ご
法
律
上
の
根
拠
条
文

次
に
、
こ
の
場
ゃ
い
同
町
長
会
↓
認
め
ゐ
枝
川
地
条
?
え
は
ん
刊
か
い
か
判
同
国
L

な
る
ま
ず
念
頭
じ
浮
ト
ぶ
悲
存
立
し
て
氏
什
仏

u 

条

項

が

あ
る
u

し
か
|
一
、
こ
の
日
立
に
し
民
法
じ
一
条
一
羽
会

ぶJ
惟
祉
〕
地
滑
ゴ
ず
る
こ
と
は
珂
八
畑
的
に
国
紫
、
あ
る
n

川
市
に
、
こ
一
」
で
時
間
時

と
な
る
の
は
、

J
I
H
約
父
渉
抽
刊
助
者
の
よ
、
つ
円
、

行
為
を
/
什

本
人
間
の
I
い
律
冴
係
に
で
豆
町
双
な
情
判
刊
を
取
柑
ず
る
域
内
叶
に
此
い
乙
い
る
が
、

つ
決
定
権
内
停
は
川
以
持
さ
れ
f

い
花
い
社
町
助
芯
一
じ
あ
る
η

項
が
直
般
に
定
め
て
い
る
代
割
引
人
は
、

よ
れ
に
対
し
て
、
に
法
一
f

一
来
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行
為
{
白
H

五
千
表
示
)

を
行
、
っ
か
y
う
か
hγ

そ
の
内
討
を
込
山
山
寸
る
培
山
町
出
を
幸
い
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
{
「
、
を
最
大
の
メ
ル
ク
マ
ル
)
す
る
、

-tでの
た
伊
a

権
限
の
河
に
こ
の
よ
、

J
、4
相
違
が
あ
る
こ
と
一
い
諜
ー
ヶ
P
ば
、
前
半
て
こ
の
河
川
刊
で
民
法
一
一
J

一
条
一
河
川
〈
者
適
時
す
る
こ
と

は
、
判
明
推
と
い
う
法
解
釈
の
域
を
純
一
、
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
?
説
乏
が
4i
仁
司
令
、
第

一
い
、
民
法
一
口
一
条

-
r
J
か
ら
は
、
前
述
し

た
ア
一
円
安
仁
J

を
読
み
取
る
こ
と
が
む
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
同
市
一
は
丈
つ
上
、
桁
川
削
半
日
が
任
政
刊
の
な
か
と
一
情
報
会
取
得
し
た
場
介
に
取

む
し
し
訴
以
内
b

の
帰
宅
民
を
認
め
る
よ
、
つ
な

υ
場
を
と
り
し
い
な
い
u

恒
人
的
領
域
い
お
い
て
沼
報
を
取
得
し
h
J
u
ヌ
ー
で
あ
勺
一
戸
{
よ
も
、
代
思

八日
d
T立
閉
じ
あ
る
幻
ャ
一
は
、
そ
れ
に
判
ず
る
半
人
の
直
径
九
件
認
め
る
と
い
う
規
律
棋
は
一
に
な
っ
て
い
る
f

日
一
の
こ
と
か
ら
し
て
、
一
氏

ιL 
Iー¥、J

条
一
項
は
一
で
み
た
す
、
バ
パ
恥

H
当
化
根
拠
に
芯
づ
い
て
椛
防
省
の
悪
日
吉
音
古
川
同
一
位
失
が
ふ
人
に
じ
吋
責
さ
れ
る
こ
レ
を
、
と

UA
一

レ
r
m
関
係
で
の
み
定
め
た
礼
{
i
ご
め
る
レ
み
る
べ
さ
で
め
る
c
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く

LAh
い
旧
民
主
措
置
を
委
一
議
芦
れ
た
汰
ー
一
疋
権
者
(
代
理
人
〕

r
Tに
出
べ
た
よ
λ
ーに、

古
告
"
警
守
山
守
四
半
八
を
要
件
と
す
る
創
的
を
庄
一
佐
行
為
の
場
合
と
干
し
し
日
で
が
a
h
J

、
川
引
に
送
網
オ
メ
る
れ
め

に
は
、
比
定
権
を
段
与
三
れ
た
補
助
者
だ
け
で
な
〈
、
情
報
取
得
の
可
能
村
い
か
有
す
る
杭
肋
名
の
E
b
Z
L
E
町
村
有
尚
一
六
も
本
人
に
保
吉

〕ふな
J

け
れ
岨
川
i

な
J

ヘd
い
}

r) 、〆

h

叫
ん
一
夜
の
↓
姐
阿
川
が
市
』
つ
に
阪
ら
れ
、
民
川
者
の
止
晋
了
一
Z7円
い
有
過
失
ふ
阿
止
に
よ
っ
て
が
人
に
婦

只り一

貢
で
矢
ら
な
い
こ
一
は
、

こ
の
m
坐
λ

が、

玄
人
に
よ
る
直
出
刊
行
為
の
場
合
と
の
ぷ
校
に
お
い
て
相
J
M
h乞
不
利
丹
一
仁
扱
行
な
い
〕
で
7
配
慮

L
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら

杯
出
市
的
じ
F

で
の
い
民
的
を
完
全
に
迂
投
石
、
れ
ご
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

」
ニ
ド
は
渋
引
欠
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に
も
安
2

『

F
る

子
町
場
九
川
い
も
、
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手
山
』
い
ん
を
m
ゅん
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叶
ζ
す
る
収
範
号
、

jr弘
人
の
は
芯
れ
為
的
主
ベ
い
と
f

寸
い
形
ご
法
人
に
述
品
し
な
け
れ
ば
な
い
り
な
い
c

そ
う
し
と
}

J

法
人
と
民
引
J
守
す

る
何

f
H
J
r、
?
の
対
担
の
適
月
一
b

n

っ
て
汗
ム
J
れ
る
は
「
内
保
設
を
一
メ
け
待
合
な
る
治
、
わ
で
あ
と
ま
J
J
、
K
L
へ
は
嬬
封
印
伯
を
r
p
L
仁川、

-7
社
会
的
一
買
と

υ
↑
¥
岳
動
で
き
、
ぞ
の
ま
出
動
小
ら
刊
日
需
を
受
け
工
い
る
レ
い
え
る
の
で
、
刊
は
依
t

H

任
原
埋
の
た
J
λ
方
も
あ
ご
は
ま
る
一

(
Y
M
~
州
刊
を
川
い
ル
て
い
小

f
o
小
山
誇
技
人
に
戸
的
動
産
の
処
分
権
限
日
J
な
い
事
実
を
知
ゐ
誌
d
r入
は
、
読
渡
人
、
1
y
取
引
を
「
じ
わ
な
け
と
れ
附

f
L

こ
と
に
よ
り
、
市
、
怯
J
利
者
と
取
引
し
と
太
制
山
指
名
宝
人
け
る
品
呆
ヰ
川
遊
計
、
美
一
る
の
で
ー
苔

E
取
得
一
氏
牛
い
九
一
志
)
に
よ
る
取
引
火
九
十

の
足
立
埼
か
不
安
で
あ
る
内
リ
ム
且
背
中
主
立
小
円
相
手
ん
が
式
忠
守
仁
お
付
る
心
也
ω
ペ
ム
川
々
の
主
ん
主
わ
る
場
合
、
意
主
式
小
の
有
一
一
切
吐
や
一
…
削
f
M
ζ
ι

七
為
(
却
ん
約
の
本
誌
な
?
y
ご
会
と
る
こ
し
ど
は
な
い
は
L
F
な
の
で
、
民
法
均
一
条
本
人
え
の
恢
及
川
。
不
買
一
fcめ
る
ρ
J
J
U
叩
マ
工
ソ
ア
州
開
代
河
の
事
主

を
知
る
場
介
、
当
該
征
権
代
四
人
と
は
収
ヲ
を
ー
し
な
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と
れ
附
f
る
戸
主
に
よ
り
、
当
一
説
/
斤
i

引
い
り
の
効
飛
が
本
へ
い
山
内
帰
属

L
な
ヒ
と
か
コ
パ
l

↓じ

る
が
戸
を
凶
没
す
る
、

f

一
が
く
き
る
か
り
、
持
梓
代
町
人
の
直
打
市
ψ

牛

い

友

r

土
日
」
L
小
心
況
訟
は
r
h
H
弘
亡
点
る
立
一
♂
〈
当
刊
判
制
い
の
事
実
日

つ
い
ご
併
、
意
の
ソ
人
布
茸
仏
、
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出
絶
す
と
れ
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と
1
二
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山
川
豆
一
点
務
7
4
免
れ
る
こ
レ
カ
で
主
七
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f
あ
る
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辺
川
辺
右
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手
現
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刊
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す
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史
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判
叫
ん
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て
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A
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内
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誌
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供
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行
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U
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U
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効
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J
一
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恥
榔
門
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受
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国
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ノ
山
川
お
に
い
一
山
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決
定
ほ
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代
科
持
手
以
り
わ
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の
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山
仁

条
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山
類
推
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手
誌
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認
め
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需
が
あ
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、
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こ
え
ば
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生
土
口
白
川
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吾

E
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レ
臼
か
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}
占
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苫
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1
K
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区
、
か
応
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甘
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受
け
る

川
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弘
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則
、
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庁
、
六
一
条
品
、
パ
九
仏
末
、
↓
九
「
染
、

v
F

条
づ
U
十
一
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取
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よ
す
ゐ
か
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っ
か
の
決
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と
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ね
、
ノ
ふ
れ
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刊
行
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ω
去
で
あ
れ
ば
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仁
左
木
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菩
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あ
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て
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1
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と
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あ
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も
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怯
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岳
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什
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右
1
U
7
一
は
r
仙
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伐
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仁
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け
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さ
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叫
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れ
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h
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叫
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き
あ
ハ
り
て
の
河
町
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取
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に
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れ
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付
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叶
ど
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史
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/
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(
制
作
、
の
射
科
に
人
件
め
ゐ
ょ
う
で
あ
一
竺
仏
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、
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什
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仁
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わ
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取
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携
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る
日
こ
の
ほ
〈
円
i
、
行
小
心
に
五
斗
7
〕
な
か
っ
た
被
川
守
的
t
E
7
4
J
U
J，

h
K
人
を
酔
芦
と
引
川
ザ
き
る
か
が
問
u-Eur
な
る

E
T
巴
山
市
高

を
め
ぐ
る
に
イ
ソ
の
刊
日
間
午

r仙
℃
は

j

ベ
ル
0
2
4
代
以
降
、
こ
の
付
加
-
が
重
告
と
争
占
灯
一
コ
/
」
二
、
決
わ
れ
こ
い
も
っ
戸

1
3

い
お
け
る
札

在
内
判
州
出
泊
討
に
よ
れ
ば
、
ラ
お
に
悶
与
い
な
か
コ
宇
一
枝
川
者
仁

b
G
B

六
六
条
一
一
項
ば
(
組
舟
泊
用
さ
れ
LG
い
ピ
代
わ
リ
に
、

I
千
へ
の

よ
、
つ
に
同
体
と
[
て
の
組
織
νじ
ゃ
合
す
る
権
利
I
体
は
、
事
恰
有
知
る
杭
山
行
か
ら
、

t
の
歪
↓
Y

百
戸
ふ
J

L

効
j
J
A
L
T
む
さ
れ
る
行
ハ
ツ
ど
実
慌

に
り
つ
代
田
町
F
F
、
や
代
表
機
関
一
J

1

設
す
可
約
九
J

正
古
に
伝
達
さ
れ
る
よ
う
、
刊
部
の

tuFμ
連
付
制
石
室
、
え
て
お
く
ん
山
義
山
上
の
4

一
札
務
在
員
、
つ

1K
人
カ
当
山
一
拍
務
ド
ド
沼
ロ
ー

JJ
結
思
恰
械
が
行
為
者
ド

K
直
戸
れ
な
か
っ
J

川
崎
台
、
一
」
打
九
州
肴
が
弄
H
~

で
あ
っ
て
も
、
ぷ
人
広
忠
吉
と
抜
わ
れ

る
c
コ
ロ
江
て
】
「
↓
〆
入
入
戸
点
、
r
-
w
t
工
N
]
山口
P
3
d
)
ミ
一
泣
丈
}
E
匂一}古一斉
2
/
Z
E
L
L
-
E先
立
{
三
女
2
Z
{
一吋o
e

お
だ
さ
お
ほ
ご
Z
A
V
A
N
R
る
-
4
3
h
φ

門
叶
FFZいに
F
P
μ
〔

)
(
H
W
W
日
出
)
ゲ
レ
山
f
F
X
υ
お
hu
一¥「ハ守門戸
Hr
岳
山

(
v
H，r
E
)
m
v
に山
hr
同
ロ
竺
円
FFH2長
¥
巧
C
ト
門
戸
民

(
W
(町
U
E
)
守山

χ
ω
T

KMH
〈ぺ片山¥げたと
P
一
戸
山
戸
、
v
へp
w
E
)
4
叫

E
Z
宙
開
ロ
泊
;
]
M
H
H
P
E
ロ
¥
Z
P
H
R
ぃP
H
M
W
2河川
W
戸
宇
中
z
r
E
)占

m
H
お
お
同
戸
川
り
で
同
EFHHwm¥431cmEμ¥

J
J
J
E
コス一
J
吋

2
r
n
r
L
n
C
(苛
d
主
)
w
m
-
h
F
刃
ヨ
石

T
Z
g
r
F
3
m
¥げ
叫

F
7
5
3
H
戸

}
A
}
(
F
d
主
)
u
m
J
E
J
}
2
5
2

三
の
「
情
報

伝
達
上
の
ι相
続
過
i
一
論
の
洋
部
や
、
ぞ
)
」
h
f
h

り
「
戸
木
法
の
群
釈
に
い
か
な
ふ
心
岐
本
一
件
ら
礼
る
か
し
つ
い
に
は
別
引
の
公
哀
を

P
{疋
〆
亡
し

又
U
W
J

ゴ
問

:)lii;、法学¥(i:i¥'2 2(0) ~ln 〆201:L 7 I 


